
①自殺総合対策事業

②精神科救急医療システム事業

③発達障がい者支援体制整備事業

④障がい者地域自立支援協議会

⑤障がい者職業能力開発プロモート事業

主要事業実施状況と今後の展開予定

資料１

⑥障がい者人材育成・職業訓練プログラム開発事業

⑦障がい者ＩＴサポート事業

⑧障がい者相談支援事業



事業名

事業概要

※県基金とは，「新潟県地域自殺対策緊急強化基金事業」のこと

○事業目的

○事業内容

○平成２１年度後期事業実施状況

自殺総合対策事業

H21予算
市予算：3,975千円

H22予算(予定)
市予算：3,801千円

県基金：2,540千円 （県基金額：未定）

　自殺対策基本法に基づき，具体的な取り組み方針となる「自殺総合対策
大綱」を受けて，本市の自殺対策を総合的に推進して自殺の防止を図り，
もって市民が健康で生きがいをもって暮らすことができる「安心・安全のまち
づくり」を目指す。

◎主な事業
　①自殺対策協議会の開催
　②普及啓発
　③人材育成
　④相談支援
　⑤民間団体支援

　「かかりつけ医等医療関係者研修会」（H21.10.4開催　参加者数82名）
多重債務相談会「心の健康相談」（H21 11 28 相談者数2名）

○平成２２年度の事業実施予定内容

　※下線のあるものについては，県基金事業

　多重債務相談会「心の健康相談」（H21.11.28 相談者数2名）
　ワンストップサービスデイ「こころの健康相談」
　　（H21.11.30,H21.12.21　相談者数14名）
　「平成21年度第2回自殺対策協議会」(H22.2.9　出席者数51名)
　「『新潟市自殺予防の標語』募集・決定」(H22.2.9　応募総数564作品)
　「自殺予防ゲートキーパー養成研修会」（H22.2.14　参加者数371名）
　「相談窓口情報マップ」作成・行政機関への配布
　　（H22.3予定　配布数6,000部）
　『新潟市自殺予防の標語』の「懸垂幕掲出」（H22.3予定　5区役所）

　本市における自殺の現状・特徴
　　「男性」・「働き盛り世代」・「健康問題，経済・生活問題」
　　　　　　　　　　　　　　↓
　現状を踏まえた今後の基本的な取り組み
　①自殺対策協議会の開催
　②普及啓発　　「自殺対策フォーラム」，「自殺予防街頭キャンペーン」，
　　　　　　　　　　「自殺予防広告掲出」
　③人材育成　　「かかりつけ医等医療関係者研究会」，
　　　　　　　　　　「自殺予防ゲートキーパー養成講座」
　④相談支援　　各種会場での「こころの健康相談」
　　　　　　　　　　「相談窓口案内情報マップ配布」（民間施設へ設置協力），
　⑤民間団体支援　「新潟いのちの電話運営費補助」
　⑥実態把握　「自殺未遂者調査」



事業名

事業概要

H21予算 H22予算(予定)

○事業目的

○事業内容

○平成２１年度後期事業実施状況

（１）病院輪番体制による精神科救急医療施設の確保

（２）精神科救急医療システム連絡調整委員会の開催

精神科救急医療システム事業

４,６１４千円 ８,７８７千円

　休日と夜間において，精神疾患の急激な発症や精神症状の悪化等により
緊急に医療を必要とする患者のために，精神科救急医療体制を確保するこ
とを目的とする。

（１）病院輪番体制による精神科救急医療施設の確保
（２）新潟県精神科救急医療対策事業の実態調査の実施
（３）精神科救急医療システム連絡調整委員会の開催
（４）夜間ブロック複数化検討部会の開催

現在の精神科救急医療システム

○日中（９時～１７時） 県内５ブロックで輪番

（日曜・祝日・土曜） 「県北」「新潟・佐渡」「県央・魚沼」「上越」

○夜間（１７時～翌日９時）

平日 ⇒ 県立精神医療センター（長岡）

（２）精神科救急医療システム連絡調整委員会の開催

（３）夜間ブロック複数化検討部会の開催

（４）ブロック別病院代表者会議の開催

（５）県内精神科病院回りによる意見聴取及び協力依頼の実施

○平成２２年度の事業実施予定内容

○第１回　平成２１年７月２９日　　○第２回　平成２２年３月１７日（予定）

○第１回　平成２１年１０月２日　　○第２回　平成２２年１月２２日

○北圏域　平成２２年２月１５日　　○南圏域　平成２２年２月１６日

１．平成22年中に，精神科救急医療システム夜間救急2ブロック化をスタ
　　ートさせる。

２．２ブロック制稼働後，現状と課題を検証し，課題解決に向けて具体的な
　　検討を行う。

　○精神科救急医療システム連絡調整委員会の開催

　○夜間ブロック複数化検討部会の開催

　○開業医の参画に向けた具体的な検討を行う。（訪問・会議等により）

予定しているシステムの概要

１．夜間県内２ブロックの区分け

○県北・新潟・佐渡ブロック

現在の精神科救急医療システム

○日中（９時～１７時） 県内５ブロックで輪番

（日曜・祝日・土曜） 「県北」「新潟・佐渡」「県央・魚沼」「上越」

○夜間（１７時～翌日９時）

平日 ⇒ 県立精神医療センター（長岡）



事業名

事業概要

H21予算 H22予算(予定)

○事業目的

○事業内容

　①発達障がい者支援体制整備検討委員会

　②発達障がい支援センター事業

○名　称　：新潟市発達障がい支援センター「ＪＯＩＮ（ジョイン）」

○開設場所：新潟市幼児ことばとこころの相談センター内（中央区水道町）

○事業内容：相談支援，発達支援，就労支援，普及啓発

○相談実績：

集計期間：

Ｈ22.1.12～2.24

発達障がい者支援体制整備事業

２４，２１７千円 ２７，１１７千円

発達障がい者とその家族が豊かな地域生活を送れるように，保
健，医療，福祉，教育，労働などの関係機関と連携し，ライフステー
ジに応じた途切れのない支援を目指す。

乳幼児から成人までの発達障がい者とその家族の支援を総合的に
行うことを目的とする専門的機関として，発達障害者支援法に基づ
く発達障がい支援センター事業を実施する。

0～3歳

6人, 4.6%
4～6歳

8人 6.2%
不明, 6人

4.6%

年齢別（実人数）

相談件数：

延223件（実130人）

○平成２１年度後期事業実施状況

①第８回新潟市発達障がい者支援体制整備検討委員会の開催（Ｈ21.12.22）

②発達障がい支援センター事業の開設（Ｈ22.1.12～）

○平成２２年度の事業実施予定内容

①発達障がい者支援体制整備検討委員会の開催（年２回予定）

②発達障がい支援センター事業

嘱託医による専門的相談を実施

(1)医師による本人・家族への助言・指導

(2)医師によるセンター職員への指示・指導

(3)他の医療機関との連携など

0～3歳

6人, 4.6%
4～6歳

8人 6.2%

7～12歳,

21人

6.2%

13～15歳,

9人, 6.9%

16～18歳

21人, 

16.2%

19歳以上

59人, 

45.4%

不明, 6人

4.6%

年齢別（実人数）



事業名

事業概要

H21予算 H22予算(予定)

○事業目的

○事業内容

○平成２１年度後期事業実施状況

・各区ケース会議・・・月１回

・東西連絡調整会議・・・各２回（東部１０月・１月，西部１１月・２月）

・全体会・・・１回（３月）

・こども部会・・・３回（１１月・１月・３月）

○平成２２年度の事業実施予定内容

・各区地域自立支援協議会・・・３カ月に１回

障がい者地域自立支援協議会

0千円 0千円

関係機関が連携・一体となって障がいのある方を支援するために協議する
場として設置し，「障がいの有無にかかわらず，普通に暮らせる地域社会」
を実現すること

行政区ごとに設置する。（詳細は，資料３－２「新潟市障がい者地域自立支
援協議会の再編について」）のとおり。

各区地域自立支援協議会 ３カ月に１回

・全体会・・・年２回

・各部会・・・随時実施



事業名

事業概要

H21予算 H22予算(予定)

○事業目的

○事業内容

障がい者職業能力開発プロモート事業

7,868千円 8,271千円

※国の委託を受けた政令指定都市が実施するモデル事業（補助率10／10）とし
て，当市では平成20年度から開始（20年度予算：4,751千円）したが，22年度か
らはプロボーザル方式により委託先の選定が行われる予定となっている。

① 職業訓練の推進を通して，障がい者の職業能力を開発し，福祉的就労から
一般就労への移行を支援する。

② 障がい者就労支援機関の連携を図り，障がい者の態様及び学齢期から就
労期までのライフステージに応じた連続的・横断的な支援体制を確立する。

①障がい者職業能力開発推進会議：
  実情や問題を共有化し障がい者就労支援のあり方を検討する。
②シンポジウム・説明会の開催：
  障がい者・保護者・教職員が求める情報を発信し就労意欲を高める。
③セミナーの開催：
  求職者に対し就職力向上を目指した知見・ノウハウを提供する。
④職業体験の実施：
  役所内での受入れを通して特別支援学校生の職業意識の醸成を促進する。
⑤広報物の発行：
  障がい者や事業主向けのガイドブックを発行し,就労／雇用制度の利用を促進
※上記事業の先導役となるプロモーター２名を障がい福祉課に配置する。

○平成２１年度後期事業実施状況

障がい福祉課における事務補助業務

○平成２２年度の事業実施予定内容

  障がい者や事業主向けのガイドブックを発行し,就労／雇用制度の利用を促進

開催日 参加者 内容

職業体
験

12月
特別支援学校5校のべ11
人：知的7人,肢体不自由2
人,聴覚2人

シンポジ
ウム

22年
1月23日

保護者・特別支援学校の教職
員，一般市民等251人

県外の特例子会社担当者の講演，支
援制度の使い方に関する説明，働く
障がいのある方の体験談発表

説明会 1～2月
特別支援学校3校（知的）の

生徒・保護者・教職員
「社会人としてのマナー」「お金に関す
るトラブル」を寸劇仕立てで説明

セミナー 1～2月 一般就労を目指す障がい者

就職力をアップするためにワーク
ショップ形式で身体，知的，精神の障
がい別に実施　　　＊「知的」「精神」
向けは社会福祉法人に委託

推進会
議

3月
委員：企業，教育，福祉の代表
者21人

今年度事業報告,次年度事業計画案
の検討等

基本的には「事業内容」欄に記載した事業を継続的に実施するが,運営方法や
内容に関しては,参加者からのアンケート結果等をもとに内容を見直し,ニーズを
反映したものとする。また,22年度から新たに「事業主」を対象としたセミナーも開
催する予定である。



事業名

事業概要

H21予算 H22予算(予定)

○事業目的

障害者自立支援法の施行により，障がい者の就労に向けた機運が高まって

いるが，中心となる障がい者本人や支援をするべき施設職員の就労に対する

意識や能力が乏しいことから，市と福祉関係事業者，教育機関が連携して，

人材育成や職業訓練のための教育プログラム開発をすることにより，

障がい者の就労促進を図る。

○事業内容

①障がい者本人を対象とした企業ニーズに沿った職業訓練を行うことで，

　訓練の効率化と訓練効果の最大効果を図る。

②施設職員の意識・支援スキルの向上により，

　障がい者雇用をリードしていく人材を育成する。

○平成２１年度後期事業実施状況

20年度に新潟労働局と共同で実施した,市内の法定雇用率が適用される

障がい者人材育成・職業訓練プログラム開発事業

0円 565千円

企業および障がい者就労支援施設向け「雇用・就労実態調査」

（詳細は下記のとおり）の結果をもとに,GIS地理情報を活用して

地域特性を把握する二次分析を実施した。

　障がい者の雇用状況,雇用上の課題,支援機関・制度の認知・利用状況等

　利用者の就職希望および見込率・実際の就職状況

　就労支援実施状況・就労支援の潜在的ニーズ等

○平成２２年度の事業実施予定内容

スキルアッププログラム案を作成し,セミナーを試行的に実施する。

プログラムの本格的運用に必要なデータを収集し,プログラム案を再考する。

※「雇用・就労実態調査」詳細

・企業向け調査：調査対象者543社　　分析対象者406社（回収率74.8％）

・施設向け調査：調査対象者69施設　分析対象者65施設（回収率94.2％）

・調査・分析は新潟医療福祉大学に委託。



事業名

事業概要

H21予算 H22予算(予定)

○事業目的

○事業内容

○平成２１年度後期事業実施状況

障がい者ＩＴサポート事業

5,000千円 6,060千円

　障がいの特性に合わせたＩＴ（情報技術）の習得を支援することに
より，障がい者の在宅での就業と社会参加の促進を図る。

　平成２０年度から２３年度までの３ヵ年試行事業として，新潟大学
と連携し，同大学工学部福祉人間工学科へ研究委託する。大学内
にＩＴサポートセンターを設置し，支援技術についての相談・指導・情
報提供を行う。

①相談支援事業
　・電話，メール等で支援技術に関する相談受け付け
　　　１１月～２月相談件数　１４７件（前年同期比＋７４件）
　・大学公開講座や民間パソコン教室との連携による技術訓練の
　　場の提供
②支援環境整備事業
　・支援ボランティア育成のための福祉情報技術の資格取得支援
　・教育機関等へ出向いてのＩＴのデモや講座の実施

○平成２２年度の事業実施予定内容

上記に加え，
　　・地域の就労・就業支援組織と「就労支援ネットワーク」を構築
　　　し，ＩＴ機器を利用しての就業支援を試行的に実施。
　　・事業最終年度に当たり，検証作業と総括報告を行う。



事業名

事業概要

H21予算 H22予算(予定)

○事業目的

○事業内容

在宅の障がい者に対し，在宅福祉サービスの利用援助，社会資源の活用
や社会生産力を高めるための支援，ピアカウンセリング，介護相談及び情
報の提供等を総合的におこなうことにより，障がい者やその家族の地域に
おける生活を支援し，もって在宅の障がい者の自立と社会参加の促進を図
る。

１．一般的な相談支援
　　（１）福祉サービスの利用援助（情報提供，相談等）
　　（２）社会資源を活用するための支援
　　（３）社会性活力を高めるための支援
　　（４）ピアカウンセリング
　　　　（同じ障害のあるスタッフが同じ立場で相談に応じる）
　　（５）権利の擁護のために必要な援助
　　（６）地域自立支援協議会の運営（H19年12月設置）
　２．市町村相談支援機能強化事業
　　専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応
　　H19～H21は，社協・とよさか・CILで実施。
　※平成２２年より，機能強化事業所を一箇所増設予定。

障がい者相談支援事業

４２，５２０千円 ５０，４０５千円

○平成２１年度後期事業実施状況

・１０個所で実施（機能強化３か所）

○平成２２年度の事業実施予定内容

・１０個所で実施（機能強化４か所）

※精神障がい者への相談支援を強化するため相談員の増員を機能強化事
業で行う予定。
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